
 
 

「警戒領域」での感染防止対策 

イベントの開催制限の緩和について 

 

〇 愛知県では、１０月１８日（月）から「警戒領域」での感染防止対策を講じ、

基本的な感染防止対策に取り組んでいる。 

〇 イベントの開催制限については、緊急事態宣言解除後の１０月３０日まで

の間、経過措置として人数上限１０，０００人を適用してきたが、１０月３１

日からは、この人数上限を解除する。 

〇 参加者の皆様には、マスクの着用、身体的距離の確保、大声を出さない

ことなど、感染防止対策を自ら徹底していただくと共に、事業者の皆様

には、人数上限やエリア内の行動管理など、適切な感染防止対策の徹

底をお願いする。 

 

【収容率・人数上限】 

10月 1日～10月 30日（緊急事態宣言解除後の経過措置） 

〔大声なし〕 収容率 100%以内、かつ、 

人数上限5,000人又は収容定員50%以内（≦10,000人）の 

いずれか大きい方 

〔大声あり〕 収容率50%以内、かつ、 

人数上限5,000人又は収容定員50%以内（≦10,000人）の 

いずれか大きい方 

 

10月 31日～ 

〔大声なし〕 収容率 100%以内、かつ、 

人数上限5,000人又は収容定員50%以内の 

いずれか大きい方 

〔大声あり〕 収容率50%以内、かつ、 

人数上限5,000人又は収容定員50%以内の 

いずれか大きい方 


